
朝来市下水道事業への地方公営企業法の適用について

朝来市は、昭和 52 年に久世田地区農業集落排水事業に着手し、段階的に整備を行っ

てきました。現在では、公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント

事業を通じ、生活排水の排除や汚水の適正な処理による生活環境の改善、水質の保全な

どに寄与しています。

また、雨水対策として、平成 28年度から立ノ原雨水ポンプ場が供用開始しています。

このような下水道サービスを今後も安定的に提供するためには、限られた予算の中で

効率的な事業運営を行うことが必要となります。そこで、経営成績や財政状況の的確な

把握に向けた取り組みの一環として、平成 31年 4月から下水道事業への地方公営企業

法の適用に向けた準備を進めています。

１．地方公営企業法とは

「地方公営企業」は、地方公共団体が経営する企業活動を総称したものであり、公共

輸送の整備や医療の提供、上水道の整備、下水の集約・処理など市民生活や地域の活性

化に不可欠なサービスを提供しています。

これらの事業にも、一般行政事務を規律とすることを目的とした法律(地方自治法、

地方財政法、地方公務員法など)が原則的に適用されますが、その規定を全面的に適用

したのでは、効率的・機動的な事業の運営に支障をきたす可能性があります。

そこで、これらの事業の実態にあわせ弾力的な企業経営が可能となるよう「地方公営

企業法」が制定されており、経営の効率化とサービスの向上をはかるとともに、本来の

目的である公共の福祉の増進を目指して運営されることが期待されています。

２．会計方式の変更

地方公営企業法を適用することにより、会計方式が、現在の官庁会計(単式簿記)から

公営企業会計(複式簿記)方式へと変更となります。これにより、各年の経費負担が明確

化されるとともに、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸

表の作成を通して、経営状況が理解しやすくなります。

３．下水道事業への地方公営企業法適用の必要性

地方公営企業法は、すべての公営企業に一律に適用されるわけではなく、下水道事業

は地方公共団体の判断で自主的に適用する任意適用事業となっています。

一方で、下水道事業の安定した経営を持続するため、経営の健全性や計画性、透明性

の向上を図ることが求められており、地方公営企業法の適用はその取り組みの柱の 1つ

とされています。また、メリットとしては、他にも「近隣団体や類似団体との経営比較



が容易になる」、「施設のライフサイクルコストの低減に必要な固定資産情報の精緻な把

握が可能になる」、「職員の経営意識の向上が見込まれる」などが挙げられます。

以上を踏まえ、総務省から、下水道事業などへの「公営企業会計の適用について(H27.1

総務大臣通知)」により、平成 27年度から平成 31年度までの 5年間が公営企業会計導

入の集中取り組み期間として設定されました。

４．水道料金と下水道使用料の徴収一元化について

水道事業及び下水道事業の効率化を図るため、水道料金と下水道使用料の徴収方法を

平成 31年４月１日以降、次の通り変更します。

１）納入通知書でお支払いをいただいている方

①現行

「水道料金納入通知書」と「下水道使用料納入通知書」の２種類発行しています。

②平成 31年４月１日以降

「水道料金・下水道使用料納入通知書」の１種類になります。

２）口座振替でお支払いをいただいている方

①現行

「水道料金」と「下水道使用料」をそれぞれ口座引き落としさせていただいていま

す。

②平成 31年４月１日以降

「水道料金」と「下水道使用料」を一括して口座引き落としをさせていただきます。

５．適用方針

・適用予定年月日：平成 31年４月１日

・適用対象事業：公共下水道事業、農業集落排水事業

・適用の範囲：全部適用

※適用する法の規定の範囲について、法の規定の全部を適用する場合（全部適用）と、

財務・会計に関する規程のみを適用する場合（一部適用）があります。朝来市では、

水道事業が全部適用で運営されています。水道事業との連携強化が可能となるよう

同じ範囲での適用を目指します。


